
 

 

 

吉川市なまず販路開拓・拡大支援事業費補助金 

申請要領 

（R８.５.２１第３版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】　　　 

吉川市　産業振興部　農政課　農政担当 

住　所：〒３４２－８５０１ 

　　　　　埼玉県吉川市きよみ野１－１ 

電　話：０４８－９８２－９４８２（直通） 

F A X：０４８－９８１－５３９２ 

メール：nousei2@city.yoshikawa.saitama.jp 

 

吉川市公式ホームページ： 

※様式等はこちらより取得できます。 

「くらし手続き」→「農業振興」→「農業政策」→ 

「吉川市なまず販路開拓・拡大支援事業費補助金」 

と進んでご覧ください。 

 

 

 

 

 

　　　　　　　 

　　　　　　　　←読み込むと、市ホームページへ移動します。 
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１　補助金の趣旨 

　市の特産品のひとつである、なまずの販路開拓・拡大及び水田農業における養

殖なまず産業の振興のため、なまずの養殖を市内の水田において営む者に対して

支援するものです。 

 

２　補助対象者 

以下の全ての要件に該当する方が補助対象者となることができます。 

（１）市内に住所又は事業所を有する者であって、市内の水田においてなまずの

養殖を営むもの 

（２）市税等（個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、

軽自動車税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。）を滞納していないもの 

 

３　補助事業と補助金の額 

（１）補助事業 

補助金の対象となる事業は、市内の事業者に対し、なまずを本来の価格から割り

引いて販売する事業とする。 
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補助対象者  

(なまず養殖)

市内事業者  

(飲食店等)

②１万円で販売  
（１万円を値引き）

① ２ 万 円 分 の な ま

ずを発注

 

市

④ 交 付 決 定 ・ 補 助 金

額の支払い
③ 値 引 き 分 ( １ 万

円)を申請・請求

※複数の事業者への取引をまとめて申請可  



（２）補助金の額 

　補助金の額は、本来の価格と割り引いて販売した価格との差額とし、１事業者

への販売につき１０,０００円を限度とする。 

　なお、申請期間内であれば、同じ事業者であっても、上限の１事業者への販売

が１０,０００円に達するまで、複数回申請することができる。 

　例）４/２２　市内事業者 A に対してなまず５,０００円分を販売 

　　　→市内事業者 A に対してなまず５,０００円分を販売したことを市へ申

請・請求 

　　　８/３　同市内事業者 A に対してなまず７,０００円分を販売 

　　　→市内事業者 A への販売額の残りは５,０００円であるため、５,０００円

分は 

　　　　市へ申請・請求。２,０００円は事業者 A が負担する。 

 

４　提出書類　※郵送可、締切日必着 

申請兼請求 

期日までに、以下の書類を農政課までご提出ください。 

 

受付期間：令和８年４月１日（水）から令和９年３月１２日（金）まで 

※予算に達し次第、終了となります。予めご了承ください。 

提出書類： 

ア　交付申請書兼請求書（様式第１号） 

イ　本来のなまずの販売価格及び市内の事業者への販売価格が分かる書類 

　　例）事業者への販売領収書等 

ウ　補助金の振込口座が確認できる書類 

　　例）通帳の１ページ目の写し等 

エ　前述ア～ウの他、必要に応じて書類をご提出いただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 



５　手続きの流れ 

６　留意事項 

（１）補助金交付後、申請内容等が虚偽であることが判明した場合は、補助金の

返還を請求します。 

（２）当該補助金に係る書類等は必ず５年間保存してください。 

（３）１事業者への販売価格を適切に管理していただき、販売価格１０,０００円

の上限を超えないよう留意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 申請者 農政課 備考

  

①申請書兼請求書提出 

 

 

⑤振込状況確認 

 

②内容審査 

 

↓ 

③交付決定通知 

④口座振り込み

 

申請書の提出期限は 

令和９年３月１２日（金） 

までです。※農政課窓口へ

提出いただくか、ご郵送く

ださい（締切日必着）。



様式第１号(第５条関係)  

吉川市なまず販路開拓・拡大支援事業費補助金交付申請書兼請求書 

令和８年４月２２日　 

　（宛先）吉川市長 

（法人にあっては、本社の所在地）住　  所　吉川市きよみ野一丁目１ 

 

（法人にあっては、代表者の職・氏名）氏　　名　吉川　なまず太郎  印 

電話番号　048-982-9482 

 

　吉川市なまず販路開拓・拡大支援事業費補助金の交付を受けたいので、(1)誓約事項に同意の上、下

記のとおり必要書類を添えて申請するとともに、交付決定があったときは、指定口座への振込みの方

法により請求します。 

記 

 

 

 

(1)誓約事項

・申請書に記載した事項及び添付書類に偽りはありません。 

・虚偽の申請であることが判明した場合には、補助金を返還します。 

・本申請に係る書類等は５年間保管し、請求されたときは速やかに提

出します。 

・要綱第２条各号に掲げる者に該当します。 

・本申請に係る審査のために、職員が市税等の納付状況を照会するこ

とに同意します。

 

(2)販売先及

び販売金額

事業者名 本来の価格 販売価格

 ① 市内事業者 A 20,000 円 10,000 円

 ② 市内事業者 B 10,000 円 10,000 円

 ③ 市内事業者 C 5,000 円 5,000 円

 ④ 円 円

 ⑤ 円 円

 
(3)請求額 金　　25,000　　円

 

(4)振込先

金融機関名 さいかつ農業協同組合 支店名 三輪野江

 
種別 普通☑・当座□ 口座番号 1 2 3 4 5 6 7

 
フリガナ ヨシカワ　ナマズタロウ

 
口座名義人 吉川　なまず太郎

 
備考欄

記入例



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


